
 菊陽町町民参画・協働推進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、菊陽町町民参画・協働推進条例（平成２４年菊陽町条例第２２号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（パブリック・コメント手続の実施） 

第２条 条例第７条第１項第１号に規定するパブリック・コメント手続を実施する場合

は、次に掲げる事項を事前に公表するものとする。 

(1)  対象施策等の案及びその案に関する資料 

(2)  意見を提出できる者 

(3)  意見の提出先、提出期間及び提出方法 

(4)  意見を提出する場合の記載事項 

(5)  提出された意見の検討結果の公表の方法 

(6)  施策の案等の閲覧方法及び閲覧場所 

(7)  前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項 

２ 意見の提出期間は、原則３０日以上とする。ただし、やむを得ない理由がある場合

は、この限りでない。 

３ 意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。 

(1)  持参 

(2) 郵送 

(3)  ファクシミリ装置を用いた送信 

(4)  電子メールの送信 

(5)  前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める方法 

 （意見交換会の開催） 

第３条 条例第７条第１項第２号に規定する意見交換会を開催する場合は、次に掲げる

事項を事前に公表するものとする。 

(1) 議題（テーマ） 

(2) 開催日時及び場所 

(3) 参加できる者 

(4) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項 

２ 町は、意見交換会を開催した場合は、開催記録を作成し、次の事項を公表するもの

とする。 

(1) 議題（テーマ） 

(2) 開催日時及び場所 

(3) 質疑応答及び意見の概要 

(4) 配布資料の名称 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項 



３ 前項第３号に規定する事項は、当該意見交換会の議事録をもってこれに代えること

ができる。 

（附属機関等の設置） 

第４条 条例第７条第１項第３号に規定する附属機関等は、町が専門的な知識、個人の

経験等に基づく審議による答申、報告等が必要な場合に設置することができる。 

２ 町は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、町民の意見を適切に反映させる

ため、幅広く人材を登用するよう努めるとともに、透明性及び信頼性の高い運営を行

うよう努めなければならない。 

３ 町は、当該附属機関等を設置する場合は、委員の全部又は一部に公募による町民を

含むよう努めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

(1) 特に専門的な内容について審議等を行う場合 

(2) 特定の個人や団体に関して審議等を行う場合 

(3) 行政処分に関する審議等を行う場合 

４ 前項の規定に基づく委員の公募の方法等については、別に定める。 

（政策提案手続)   

第５条 条例第７条第１項第４号に規定する政策提案手続における提案は、年齢満２０

歳以上の町民が５０人以上の連署をもって、その代表者が町に対し、提案書を提出す

ることにより行うことができる。 

２ 町は、期間を限り、毎年度２回、提案を行う機会を設けるものとする。ただし、町

が必要と認めるときは、２回を超えてその機会を設けることができる。 

３ 当該提案は、原則として町総合計画に沿った内容でなければならない。 

４ 前２項の規定により政策提案を行おうとする者は、政策提案書（別記様式第１号）

及び政策提案者署名簿（別記様式第２号）に関係資料を添えて町に提出しなければな

らない。 

５ 町は、前３項の規定により提出された政策提案について、検討を行った結果を政策

提案検討結果通知書（別記様式第３号）により提案者へ通知するものとする。 

（町民参画手続を行わなかった場合の取扱い) 

第６条 条例第８条第２項第１号の規定により町民参画手続を行わなかった場合は、緊

急処理理由書（別記様式第４号）を作成し、その内容を町民へ公表するものとする。 

（町民参画推進本部） 

第７条 条例第１２条に規定する町民参画推進本部は、次に掲げる事項を所掌するもの

とする。 

(1) 町民参画手続を行う時期及び内容の決定 

(2) 政策提案手続により提出された政策に関する立案の要否 

(3) 町民参画の推進に関すること。 



(4) その他条例の運用に当たり必要なこと。 

２ 町民参画推進本部の庶務は、総合政策課において処理する。 

（再度の町民参画手続) 

第８条 町は、町民参画手続を行った後に、施策等の内容を大幅に修正した場合は、再

度町民参画手続を行うことができる。 

 （補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 



別記様式第１号(第５条関係) 

年  月  日 

          様 

住所                 

提案代表者 氏名                 

生年月日               

電話番号               

法人その他の団体にあっては 、    

事務所又は事業所の所在地、      

名称及び代表者の氏名         

政策提案書 

 菊陽町町民参画・協働推進条例施行規則第５条第４項の規定により、次のとおり提案します。 

政策等の案の名称 

政策等の内容 

政策等の目的・理由 

政策等による効果 

政策等の実施に要する費

用の額及び内訳 

提案に至るまでの経緯

(議論の過程、活動状況) 

添付する資料の名称



別記様式第２号(第５条関係) 

政策提案者署名簿 

年  月  日 

番号 住     所 氏   名 生年月日 備  考 

備考 

１ 氏名は自署してください。ただし、身体の故障等により自署することができない場合は、代筆を行

うことができます。この場合、備考欄に代筆の旨並びに代筆者の住所及び氏名を記載してください。 

２ 法人その他の団体にあっては、住所欄に事務所又は事業所の所在地を、氏名欄に事務所又は事業所

の名称及び代表者の氏名を記載してください。 

３ 在勤者又は在学者が署名する場合には、住所欄に勤務先又は通学している学校の住所を、備考欄に

在勤又は在学の別及び勤務先又は通学している学校の名称を記載してください。 

４ 利害関係者が署名する場合には、備考欄に利害関係者である旨及び利害関係を有する事項を記載し

てください。 

５ 政策提案書とこの署名簿とが一体となっていることを確認の上署名してください。 



別記様式第３号(第５条関係) 

年  月  日 

 政策提案者 

           様 

印   

政策提案検討結果通知書 

 菊陽町町民参画・協働推進条例施行規則第５条第５項の規定により、次のとおり通知します。 

１ 政策等の案の名称 

２ 提出日 

３ 検討結果及びその理由 



別記様式第４号（第６条関係） 

緊急処理理由書 

担当課名(         ) 

１ 町民参画手続を実施しなかった施策の名称 

２ 町民参画手続を実施しなかった施策の内容 

３ 町民参画手続を実施しなかった理由 


